
高齢者施設等における

医療支援体制の強化について

令和４年４月25日
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１ 厚生労働省事務連絡（令和４年3月１８日）

2



２ 医療福祉施設におけるクラスター数

第４・５波クラスター数（合計）

・ 医療機関 １４
・ 高齢者施設等 １２
・ 介護事業所等 １４

クラスター増加により，施設内療養者が増加
⇒ 施設に対する治療支援が必要

・ 医療機関 50
・ 高齢者施設等 93
・ 介護事業所等 43

※ クラスター数については，精査中

第６波クラスター数

【令和３年度訪問治療実績】 令和４年１月１７日～３月３０日

区 分 内 容 区 分 内 容

訪問実日数 ４０日 1施設あたりの訪問回数 1～5回

複数施設訪問日 8日 中和抗体薬（ゼビュディ）投与件数 25９件

訪問施設数 2７施設（延べ4９施設） １施設1日あたりの中和抗体薬投与件数 １～２８件
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３ 2次保健医療圏域ごとのクラスター数
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二次保健医療圏名 圏域内市町名 医療機関 高齢者施設等 介護事業所等

広島
広島市，安芸高田市，府中町，海田町，
熊野町，坂町，安芸太田町，北広島町

１８ ４８ １２

広島西 大竹市，廿日市市 ５ ４ ８

呉 呉市，江田島市 １２ １５ ５

広島中央 東広島市，竹原市，大崎上島町 ４ ２ ー

尾三 三原市，尾道市，世羅町 ２ ４ ３

福山・府中 福山市，府中市，神石高原町 ８ １５ １２

備北 三次市，庄原市 １ ５ ３

計 ５０ ９３ ４３

【第６波における施設別クラスター数】

※ クラスター数については，精査中



４ 中和抗体薬「ゼビュディ」の高齢者施設への訪問投与による効果
次の２群間の転帰を比較
・令和４年２月21日までに訪問投与を行った施設の患者を介入施設群（薬剤投与158
例，非投与82例）
・令和４年２月21日までに発生した施設感染での患者を非介入施設群（上記介入施設に該当し

ても訪問した際に投与検討の対象にならない事例（訪問日に発症から８日以上経過，訪問日には未発
症，訪問時点で中等症Ⅱ以上に悪化 等） は非介入施設群として整理）
※転帰は令和４年２月２１日時点のステータス（最も重篤な症状）を適用
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発症から投与までの日数による転帰の比較

３日以内 N=56 ４日以上 N=102

次の２群間の転帰を比較
・投与時に発症から３日以内の３日以内（56例）
・投与時に発症から４日以上７日以内の４日以上（102例）
※転帰は令和４年２月２１日時点のステータス（最も重篤な症状）を適用

中和抗体薬の訪問投与により，転帰の割合減少 中和抗体薬の早期投与により，転帰の割合減少
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5 高齢者施設等への治療支援スキーム

・ 施設で療養されている方のうち，治療の対象となる方に対しては，早期に治療をすることが重要
・ 国においても，オミクロン株の流行を踏まえ，高齢者施設等における医療支援の更なる強化を都道府県に依頼

保健所

医療・福祉クラスター対応班
・感染制御班
・業務継続班

連
絡

高齢者施設等
※あらかじめ，感染時の治療方針を策定

陽性者発生
報告・相談

診療，薬の
処方等

陽性者が
発生

連携医療機関
（施設の嘱託医，協力医療機関，薬局等）

発生前から感染時の
治療方針を共有
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連携医療機関で対応できない場合
診
療
・薬
（一
般
薬
，

コ
ロ
ナ
治
療
薬
）の
処
方
等

県を介して
依頼

往診可能医療機関リストに
掲載のある医療機関

A医療機関
B医療機関
C医療機関

・
・
・

※ 必要経費は診療報酬により対応

緊密な情報共有

※ 必要経費は診療報酬により対応



６ 感染時の治療方針（施設）

77

○高齢者施設等内で，陽性
者が発生した場合に，コロナ
治療を行う連携医療機関，
薬局を事前に決定しておいて
ください。

○また，その医療機関，薬局
が対応できる治療薬と診療方
法等の確認もお願いします。



７ 感染時の治療方針（入所者情報）
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○入所者個人毎の治療方針の策定をお願いします。

○入所者の基礎疾患（重症化リスク因子）や嚥下能
力など治療薬投与に係る本人の課題の情報から投
与可能な治療薬の確認をしておいてください。

○治療薬の確認の際には，本人又はその家族に事
前に説明（治療薬の資料配付等）をしておいてくださ
い。

⇒ラゲブリオなどの治療には，本人又は家族等の
同意が必要なため，事前に説明等をしておくことで
同意書の取得がスムーズに進みます。



８ 高齢者施設等へのお願いすること
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【お願い事項】

■ 感染時の治療方針の策定
・施設入所者の治療が早期に開始できるよう，あらかじめ，
連携医療機関と相談して，施設及び入所者個人の治療方針の策定をお願いします。

・施設としての治療方針については，５月18日（水）までに，次のメールアドレス宛に
送付してください。

（メールアドレス） covid19-team@pref.hiroshima.jp


